












議第 17 号 

山形県手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（手数料の徴収） （手数料の徴収） 

第２条 県は、次の各号に掲げる事務につき、そ

れぞれ当該各号に定める手数料を徴収する。こ

の場合における当該手数料の金額は、当該各号

に特別の計算単位の定めのあるものについては

その計算単位につき、その他のものについては

１件につきそれぞれ当該各号に定める額とす

る。 

第２条 県は、次の各号に掲げる事務につき、そ

れぞれ当該各号に定める手数料を徴収する。こ

の場合における当該手数料の金額は、当該各号

に特別の計算単位の定めのあるものについては

その計算単位につき、その他のものについては

１件につきそれぞれ当該各号に定める額とす

る。 

 (１)～(431)の４ －略－   (１)～(431)の４ －略－  

 (432) 銃砲刀剣

類所持等取締法

（昭和33年法律

第６号）第４条

第１項の規定に

基づく銃砲又は

刀剣類の所持の

許可の申請に対

する審査 

銃砲刀剣

類所持許

可申請手

数料 

次の表の

左欄に掲

げる区分

に応じ、そ

れぞれ同

表の右欄

に定める

額 

  (432) 銃砲刀剣

類所持等取締法

（昭和33年法律

第６号）第４条

第１項の規定に

基づく銃砲等又

は刀剣類の所持

の許可の申請に

対する審査 

銃砲等又

は刀剣類

所持許可

申請手数

料 

次の表の

左欄に掲

げる区分

に応じ、そ

れぞれ同

表の右欄

に定める

額 

 

 区分 金額   区分 金額  

 イ 銃砲刀剣類

所持等取締法

第４条第１項

第１号の規定

による猟銃又

は空気銃の所

持の許可を現

に受けている

者に対する同

号の規定に基

づく許可の申

請に係る審査 

6,800円（当該申請を行う

者が同時に他の銃砲刀剣

類所持等取締法第４条第

１項第１号の規定に基づ

く許可の申請を行う場合

における当該他の同号の

規定に基づく許可の申請

に係る審査にあっては、

4,300円） 

  イ 銃砲刀剣類

所持等取締法

第４条第１項

第１号の規定

による猟銃又

は空気銃の所

持の許可を現

に受けている

者に対する同

号の規定に基

づく猟銃又は

空気銃の所持

の許可の申請

に係る審査 

6,800円（当該申請を行う

者が同時に他の銃砲刀剣

類所持等取締法第４条第

１項第１号の規定に基づ

く猟銃又は空気銃の所持

の許可の申請を行う場合

における当該他の同号の

規定に基づく猟銃又は空

気銃の所持の許可の申請

に係る審査にあっては、

4,300円） 

 

   ロ 銃砲刀剣類

所持等取締法

第４条第１項

第１号の規定

によるクロス

ボウの所持の

許可を現に受

けている者に

6,800円（当該申請を行う

者が同時に他の銃砲刀剣

類所持等取締法第４条第

１項第１号の規定に基づ

くクロスボウの所持の許

可の申請を行う場合にお

ける当該他の同号の規定

に基づくクロスボウの所

 



対する同号の

規定に基づく

クロスボウの所

持の許可の申

請に係る審査 

持の許可の申請に係る審

査にあっては、4,300円） 

 ロ イに規定する

者以外の者に対

する許可の申請

に係る審査 

10,500 円（当該申請を

行う者が同時に他の銃

砲刀剣類所持等取締法

第４条第１項の規定に

基づく許可の申請を行

う場合における当該他

の同項の規定に基づく

許可の申請に係る審査

にあっては、6,700 円） 

  ハ イ及びロに

規定する者以

外の者に対す

る許可の申請

に係る審査 

10,500円（当該申請を行

う者が同時に他の銃砲

刀剣類所持等取締法第

４条第１項の規定に基

づく許可の申請を行う

場合における当該他の

同項の規定に基づく許

可の申請に係る審査に

あっては、6,700円） 

 

 (432)の２ 銃砲

刀剣類所持等取

締法第４条の３

第１項（同法第

７条の３第３項

において準用す

る場合を含む。）

の規定に基づく

認知機能に関す

る検査 

銃砲刀剣

類の所持

に係る認

知機能検

査手数料 

650円   (432)の２ 銃砲

刀剣類所持等取

締法第４条の３

第１項（同法第

７条の３第３項

において準用す

る場合を含む。）

の規定に基づく

認知機能に関す

る検査 

銃砲等又

は刀剣類

の所持に

係る認知

機能検査

手数料 

650円  

 (433) 銃砲刀剣

類所持等取締法

第５条の３第１

項の規定に基づ

く猟銃及び空気

銃の取扱いに関

する講習会の開

催 

猟銃等講

習手数料 

現に銃砲

刀剣類所

持等取締

法第４条

第１項第

１号の規

定による

許可を受

けて猟銃

又は空気

銃を所持

している

者及び同

法第５条

の２第３

項第２号

に掲げる

者に対す

る講習会

にあって

  (433) 銃砲刀剣

類所持等取締法

第５条の３第１

項の規定に基づ

く猟銃及び空気

銃の取扱いに関

する講習会の開

催 

猟銃等講

習手数料 

現に銃砲

刀剣類所

持等取締

法第４条

第１項第

１号の規

定による

許可を受

けて猟銃

又は空気

銃を所持

している

者及び同

法第５条

の２第３

項第２号

又は第３

号に掲げ

る者に対

する講習

 



は3,000

円、その他

の者に対

する講習

会にあっ

ては6,900

円 

会にあっ

ては3,000

円、その他

の者に対

する講習

会にあっ

ては6,900

円 

      (433)の２ 銃砲

刀剣類所持等取

締法第５条の３

の２第１項の規

定に基づくクロ

スボウの取扱い

に関する講習会

の開催 

クロスボ

ウ講習手

数料 

現に銃砲

刀剣類所

持等取締

法第４条

第１項第

１号の規

定による

許可を受

けてクロ

スボウを

所持して

いる者に

対する講

習会にあ

っては

3,000円、

その他の

者に対す

る講習会

にあって

は6,900円 

 

 (434)及び(434)の２ －略－   (434)及び(434)の２ －略－  

 (435) 銃砲刀剣

類所持等取締法

第６条第１項の

規定に基づく国

際競技に参加す

るため入国する

外国人の銃砲又

は刀剣類の所持

の許可の申請に

対する審査 

国際競技

参加外国

人の銃砲

刀剣類所

持許可申

請手数料 

3,900円

（当該申

請を行う

者が同時

に他の銃

砲刀剣類

所持等取

締法第６

条第１項

の規定に

基づく許

可の申請

を行う場

合におけ

る当該他

  (435) 銃砲刀剣

類所持等取締法

第６条第１項の

規定に基づく国

際競技に参加す

るため入国する

外国人の銃砲等

又は刀剣類の所

持の許可の申請

に対する審査 

国際競技

参加外国

人の銃砲

等又は刀

剣類所持

許可申請

手数料 

3,900円

（当該申

請を行う

者が同時

に他の銃

砲刀剣類

所持等取

締法第６

条第１項

の規定に

基づく許

可の申請

を行う場

合におけ

る当該他

 



の同項の

規定に基

づく許可

の申請に

係る審査

にあって

は、1,800

円） 

の同項の

規定に基

づく許可

の申請に

係る審査

にあって

は、1,800

円） 

 (436) 銃砲刀剣

類所持等取締法

第 ７条第２項

の規定に基づく

許可証の書換え 

銃砲刀剣

類所持許

可証書換

え手数料 

1,800円   (436) 銃砲刀剣

類所持等取締法

第７条第２項の

規定に基づく許

可証の書換え 

銃砲等又

は刀剣類

所持許可

証書換え

手数料 

1,800円  

 (437) 銃砲刀剣

類所持等取締法

第７条第２項の

規定に基づく許

可証の再交付 

銃砲刀剣

類所持許

可証再交

付手数料 

1,900円   (437) 銃砲刀剣

類所持等取締法

第７条第２項の

規定に基づく許

可証の再交付 

銃砲等又

は刀剣類

所持許可

証再交付

手数料 

1,900円  

 (438) 銃砲刀剣

類所持等取締法

第７条の３第２

項の規定に基づ

く同法第４条第

１項第１号の規

定による猟銃又

は空気銃の所持

の許可の更新の

申請に対する審

査 

猟銃等所

持許可更

新申請手

数料 

次の表の

左欄に掲

げる区分

に応じ、そ

れぞれ同

表の右欄

に定める

額 

  (438) 銃砲刀剣

類所持等取締法

第７条の３第２

項の規定に基づ

く同法第４条第

１項第１号の規

定による猟銃若

しくは空気銃又

はクロスボウの

所持の許可の更

新の申請に対す

る審査 

猟銃等又

はクロス

ボウ所持

許可更新

申請手数

料 

次の表の

左欄に掲

げる区分

に応じ、そ

れぞれ同

表の右欄

に定める

額 

 

         区分 金額   区分 金額  

 イ 新たな許可

証の交付を伴

う場合 

7,200円（当該申請を行う

者が同時に他の銃砲刀剣

類所持等取締法第７条の

３第１項の規定に基づく

許可の更新の申請を行う

場合における当該他の同

項の規定に基づく許可の

更新の申請に係る審査及

び当該申請を行う者が同

時に同法第４条第１項第

１号の規定に基づく許可

の申請を行う場合におけ

る当該同法第７条の３第

  イ 新たな許可

証の交付を伴

う銃砲刀剣類

所持等取締法

第７条の３第

１項の規定に

基づく猟銃又

は空気銃の所

持の許可の更

新の申請に係

る審査 

 

7,200円（当該申請を行う

者が同時に他の銃砲刀剣

類所持等取締法第７条の

３第１項の規定に基づく

猟銃又は空気銃の所持の

許可の更新の申請を行う

場合における当該他の同

項の規定に基づく猟銃又

は空気銃の所持の許可の

更新の申請に係る審査及

び当該申請を行う者が同

時に同法第４条第１項第

１号の規定に基づく猟銃

 



１項の規定に基づく許可

の更新の申請に係る審査

にあっては、4,800円） 

又は空気銃の所持の許可

の申請を行う場合におけ

る当該同法第７条の３第

１項の規定に基づく猟銃

又は空気銃の所持の許可

の更新の申請に係る審査

にあっては、4,800円） 

        

  

 

  ロ 新たな許可

証の交付を伴

う銃砲刀剣類

所持等取締法

第７条の３第

１項の規定に

基づくクロス

ボウの所持の

許可の更新の

申請に係る審

査 

 

7,200円（当該申請を行う

者が同時に他の銃砲刀剣

類所持等取締法第７条の

３第１項の規定に基づく

クロスボウの所持の許可

の更新の申請を行う場合

における当該他の同項の

規定に基づくクロスボウ

の所持の許可の更新の申

請に係る審査及び当該申

請を行う者が同時に同法

第４条第１項第１号の規

定に基づくクロスボウの

所持の許可の申請を行う

場合における当該同法第

７条の３第１項の規定に

基づくクロスボウの所持

の許可の更新の申請に係

る審査にあっては、4,800

円） 

 

         ロ 新たな許可

証の交付を伴

わない場合 

6,800円（当該申請を行う

者が同時に他の銃砲刀剣

類所持等取締法第７条の

３第１項の規定に基づく

許可の更新の申請を行う

場合における当該他の同

項の規定に基づく許可の

更新の申請に係る審査及

び当該申請を行う者が同

時に同法第４条第１項第

１号の規定に基づく許可

の申請を行う場合におけ

る当該同法第７条の３第

１項の規定に基づく許可

の更新の申請に係る審査

にあっては、4,400円） 

  ハ 新たな許可

証の交付を伴

わない銃砲刀

剣類所持等取

締法第７条の

３第１項の規

定に基づく猟

銃又は空気銃

の所持の許可

の更新の申請

に係る審査 

 

6,800円（当該申請を行う

者が同時に他の銃砲刀剣

類所持等取締法第７条の

３第１項の規定に基づく

猟銃又は空気銃の所持の

許可の更新の申請を行う

場合における当該他の同

項の規定に基づく猟銃又

は空気銃の所持の許可の

更新の申請に係る審査及

び当該申請を行う者が同

時に同法第４条第１項第

１号の規定に基づく猟銃

又は空気銃の所持の許可

の申請を行う場合におけ

る当該同法第７条の３第

 



１項の規定に基づく猟銃

又は空気銃の所持の許可

の更新の申請に係る審査

にあっては、4,400円） 

           ニ 新たな許可

証の交付を伴

わない銃砲刀

剣類所持等取

締法第７条の

３第１項の規

定に基づくク

ロスボウの所

持の許可の更

新の申請に係

る審査 

 

6,800円（当該申請を行う

者が同時に他の銃砲刀剣

類所持等取締法第７条の

３第１項の規定に基づく

クロスボウの所持の許可

の更新の申請を行う場合

における当該他の同項の

規定に基づくクロスボウ

の所持の許可の更新の申

請に係る審査及び当該申

請を行う者が同時に同法

第４条第１項第１号の規

定に基づくクロスボウの

所持の許可の申請を行う

場合における当該同法第

７条の３第１項の規定に

基づくクロスボウの所持

の許可の更新の申請に係

る審査にあっては、4,400

円） 

 

         (439)～(440)の５ －略－   (439)～(440)の５ －略－  

      (440)の６ 銃砲

刀剣類所持等取

締法第９条の16

第１項の規定に

基づく射撃練習

を行う資格の認

定の申請に対す

る審査 

クロスボ

ウ射撃練

習資格認

定申請手

数料 

9,300円

（当該申

請を行う

者が同時

に他の銃

砲刀剣類

所持等取

締法第９

条の16第

１項の規

定に基づ

く射撃練

習を行う

資格の認

定の申請

を行う場

合におけ

る当該他

の同項の

 



規定に基

づく射撃

練習を行

う資格の

認定の申

請に係る

審査にあ

っては、

5,600円） 

 (441)～(478) －略－   (441)～(478) －略－   

２ －略－  ２ －略－  

別表  別表  

火薬類運搬証明書交付手数料、一般旅券発給

手数料、一般旅券渡航先追加記載手数料、一般

旅券査証欄増補手数料、銃砲刀剣類所持許可申

請手数料、銃砲刀剣類の所持に係る認知機能検

査手数料、猟銃等講習手数料、猟銃操作等技能

検定手数料、猟銃操作等技能講習手数料、国際

競技参加外国人の銃砲刀剣類所持許可申請手数

料、銃砲刀剣類所持許可証書換え手数料、銃砲

刀剣類所持許可証再交付手数料、猟銃等所持許

可更新申請手数料、射撃教習資格認定申請手数

料、射撃練習資格認定申請手数料、年少射撃資

格認定申請手数料、年少射撃資格認定証書換え

手数料、年少射撃資格認定証再交付手数料、年

少射撃資格講習手数料、古物営業許可申請手数

料、古物営業許可証再交付手数料、古物営業許

可証書換え手数料、古物競りあっせん業業務実

施方法認定申請手数料、質屋営業許可申請手数

料、質屋営業所移転許可申請手数料、質屋管理

者新設等許可申請手数料、質屋営業許可証書換

え手数料、質屋営業許可証再交付手数料、核燃

料物質等運搬証明書交付手数料、核燃料物質等

運搬証明書書換え手数料、核燃料物質等運搬証

明書再交付手数料、確認事務委託対象法人登録

申請手数料、確認事務委託対象法人登録更新申

請手数料、駐車監視員資格者証交付申請手数料、

駐車監視員資格者講習手数料、駐車監視員資格

者認定申請手数料、駐車監視員資格者証書換え

交付手数料、駐車監視員資格者証再交付手数料、

運転経歴証明書交付手数料、運転者特定任意講

習手数料、チャレンジ講習手数料、特定任意高

齢者講習（簡易）手数料、認知機能検査員講習

手数料、警備業認定申請手数料、警備業認定証

再交付手数料、警備業認定証有効期間更新申請

火薬類運搬証明書交付手数料、一般旅券発給

手数料、一般旅券渡航先追加記載手数料、一般

旅券査証欄増補手数料、銃砲等又は刀剣類所持

許可申請手数料、銃砲等又は刀剣類の所持に係

る認知機能検査手数料、猟銃等講習手数料、ク

ロスボウ講習手数料、猟銃操作等技能検定手数

料、猟銃操作等技能講習手数料、国際競技参加

外国人の銃砲等又は刀剣類所持許可申請手数

料、銃砲等又は刀剣類所持許可証書換え手数料、

銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付手数料、猟

銃等又はクロスボウ所持許可更新申請手数料、

射撃教習資格認定申請手数料、射撃練習資格認

定申請手数料、年少射撃資格認定申請手数料、

年少射撃資格認定証書換え手数料、年少射撃資

格認定証再交付手数料、年少射撃資格講習手数

料、クロスボウ射撃練習資格認定申請手数料、

古物営業許可申請手数料、古物営業許可証再交

付手数料、古物営業許可証書換え手数料、古物

競りあっせん業業務実施方法認定申請手数料、

質屋営業許可申請手数料、質屋営業所移転許可

申請手数料、質屋管理者新設等許可申請手数料、

質屋営業許可証書換え手数料、質屋営業許可証

再交付手数料、核燃料物質等運搬証明書交付手

数料、核燃料物質等運搬証明書書換え手数料、

核燃料物質等運搬証明書再交付手数料、確認事

務委託対象法人登録申請手数料、確認事務委託

対象法人登録更新申請手数料、駐車監視員資格

者証交付申請手数料、駐車監視員資格者講習手

数料、駐車監視員資格者認定申請手数料、駐車

監視員資格者証書換え交付手数料、駐車監視員

資格者証再交付手数料、運転経歴証明書交付手

数料、運転者特定任意講習手数料、チャレンジ

講習手数料、特定任意高齢者講習（簡易）手数



手数料、警備業認定証書換え手数料、警備員指

導教育責任者資格者証交付申請手数料、警備員

指導教育責任者講習手数料、警備員指導教育責

任者資格者証書換え手数料、警備員指導教育責

任者資格者証再交付手数料、現任警備員指導教

育責任者講習手数料、機械警備業務管理者資格

者証交付申請手数料、機械警備業務管理者講習

手数料、機械警備業務管理者資格者証書換え手

数料、機械警備業務管理者資格者証再交付手数

料、自動車運転代行業認定申請手数料、自動車

運転代行業認定証再交付手数料、自動車運転代

行業認定証書換え手数料、探偵業届出証明書交

付手数料、探偵業変更届出証明書交付手数料及

び探偵業届出証明書再交付手数料 

料、認知機能検査員講習手数料、警備業認定申

請手数料、警備業認定証再交付手数料、警備業

認定証有効期間更新申請手数料、警備業認定証

書換え手数料、警備員指導教育責任者資格者証

交付申請手数料、警備員指導教育責任者講習手

数料、警備員指導教育責任者資格者証書換え手

数料、警備員指導教育責任者資格者証再交付手

数料、現任警備員指導教育責任者講習手数料、

機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料、

機械警備業務管理者講習手数料、機械警備業務

管理者資格者証書換え手数料、機械警備業務管

理者資格者証再交付手数料、自動車運転代行業

認定申請手数料、自動車運転代行業認定証再交

付手数料、自動車運転代行業認定証書換え手数

料、探偵業届出証明書交付手数料、探偵業変更

届出証明書交付手数料及び探偵業届出証明書再

交付手数料 

 



議第47号

山形県手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表

現 行 改 正 案

（手数料の徴収） （手数料の徴収）

第２条 県は、次の各号に掲げる事務につき、それ 第２条 県は、次の各号に掲げる事務につき、それ

ぞれ当該各号に定める手数料を徴収する。この場 ぞれ当該各号に定める手数料を徴収する。この場

合における当該手数料の金額は、当該各号に特別 合における当該手数料の金額は、当該各号に特別

の計算単位の定めのあるものについてはその計算 の計算単位の定めのあるものについてはその計算

単位につき、その他のものについては１件につき 単位につき、その他のものについては１件につき

それぞれ当該各号に定める額とする。 それぞれ当該各号に定める額とする。

(1)～(435) －略－ (1)～(435) －略－

(436) 銃砲刀剣類所持 銃砲等又は 1,800円 (436) 銃砲刀剣類所持 銃砲等又は 1,600円

等取締法第７条第２ 刀剣類所持 等取締法第７条第２ 刀剣類所持

項の規定に基づく許 許可証書換 項の規定に基づく許 許可証書換

可証の書換え え手数料 可証の書換え え手数料

(437)～(457) －略－ (437)～(457) －略－

(457)の２ 加齢に伴っ チャレンジ 2,650円 (457)の２から(457)の４まで 削除

て生ずる身体の機能 講習手数料

の低下が自動車等の

運転に影響を及ぼし

ているかどうかの確

認及びその結果に基

づく指導を行う講習

の開催

(457)の３ 加齢に伴っ 特定任意高 1,800円

て生ずる身体の機能 齢 者 講 習

の低下が自動車等の （簡易）手

運転に影響を及ぼし 数料

ていないと認められ

た者に対して行う道

路交通法施行令第37

条の６の２第１号に

規定する道路交通法

第108条の２第２項の

規定による講習で国

家公安委員会規則で

定める基準に適合す

るものの開催

(457)の４ 削除

(457)の５ 道路交通法 認知機能検 1,400円（自 (457)の５ 道路交通法 認知機能検 1,450円（自

第97条の２第１項第 査員講習手 動車安全運 第97条の２第１項第 査員講習手 動車安全運

３号イ又は第101条の 数料 転センター ３号イ若しくはロ、 数料 転センター

４第２項の規定によ が行う認知 第101条の４第２項又 が行う認知

る認知機能検査の実 機能検査に は第101条の７第１項 機能検査に



施に必要な技能及び 関する研修 の規定による認知機 関する研修

知識に関する講習の 等を受けた 能検査の実施に必要 等を受けた

開催 者に対する な技能及び知識に関 者に対する

講習にあっ する講習の開催 講習にあっ

ては、800 ては、1,200

円） 円）

(458)～(478) －略－ (458)～(478) －略－

２ 県は、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該 ２ 県は、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該

各号に定める手数料を徴収する。この場合におけ 各号に定める手数料を徴収する。この場合におけ

る当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単 る当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単

位の定めのあるものについてはその計算単位につ 位の定めのあるものについてはその計算単位につ

き、その他のものについては１件につきそれぞれ き、その他のものについては１件につきそれぞれ

当該各号に定める額とする。 当該各号に定める額とする。

(1)～(5)の３ －略－ (1)～(5)の３ －略－

(5)の４ 道路交通法第 認知機能検 750円 (5)の４ 道路交通法第 認知機能検 1,050円

97条の２第１項第３ 査手数料 97条の２第１項第３ 査手数料

号イ、第101条の４第 号イ若しくはロ、第

２項又は第101条の７ 101条の４第２項又は

第１項の規定による 第101条の７第１項の

認知機能検査を受け 規定による認知機能

ようとする者 検査を受けようとす

る者

(5)の５ 道路交通法第 運転技能検 3,550円

97条の２第１項第３ 査手数料

号イ若しくはハ又は

第101条の４第３項の

規定による運転技能

検査を受けようとす

る者

(6) 道路交通法第91条 審査手数料 1,400円（道 (6) 道路交通法第91条 審査手数料 1,400円（道

の規定により運転す 路交通法第 又は第91条の２第２ 路交通法第

ることができる自動 112条第１ 項の規定により運転 112条第１

車及び原動機付自転 項第６号の することができる自 項第６号の

車の種類を限定され 審査を公安 動車及び原動機付自 審査を公安

た者で、その限定の 委員会が提 転車の種類を限定さ 委員会が提

全部又は一部の解除 供する自動 れた者で、その限定 供する自動

を受けるため、公安 車を使用し の全部又は一部の解 車を使用し

委員会の審査を受け て受ける場 除を受けるため、公 て受ける場

ようとするもの 合にあって 安委員会の審査を受 合にあって

は、2,850 けようとするもの は、2,850

円） 円）

(7)～(11) －略－ (7)～(11) －略－

(12) 道路交通法第108 講習手数料 次の表の左 (12) 道路交通法第108 講習手数料 次の表の左

条の２第１項各号に 欄に掲げる 条の２第１項各号に 欄に掲げる

掲げる講習を受けよ 区 分 に 応 掲げる講習を受けよ 区 分 に 応



うとする者 じ、それぞ うとする者 じ、それぞ

れ同表の右 れ同表の右

欄に定める 欄に定める

額 額

区分 金額 区分 金額

イ～ル －略－ －略－ イ～ル －略－ －略－

ヲ 道路交通 小型特殊自動車 5,100円 ヲ 道路交通 道路交通法第71 6,450円

法第 1 0 8条 免許以外の第一 法第 10 8条 条の５第３項に

の２第１項 種運転免許又は の２第１項 規定する普通自

第12号に掲 第二種運転免許 第12号に掲 動車対応免許

げる講習 を受けている者 げる講習 （以下この表に

に対する講習 おいて「普通自

（道路交通法第 動車対応免許」

97条の２第１項 という。）を受

第３号イ、第 けている者（同

101条の４第２ 法第97条の２第

項又は第101条 １項第３号イ及

の７第４項の規 びハに掲げる者

定により認知機 並びに同法第

能検査の結果に 101条の４第３

基づいて行うも 項の規定の適用

のを除く。） を受ける者を除

く。）に対す

小型特殊自動車 5,100円（当 る講習

免許以外の第一 該認知機能検

種運転免許又は 査の結果が認

第二種運転免許 知症のおそれ

を受けている者 があることそ

に対する講習 の他の認知機

（道路交通法第 能が低下して

97条の２第１項 いるおそれが

第３号イ又は第 あることを示

101条の４第２ すものとして

項の規定により 道路交通法施

認知機能検査の 行規則（昭和

結果に基づいて 35年総理府令

行うものに限 第60号）第39

る。） 条に定める基

準に該当する

ものにあって

は、7,950円）

小型特殊自動車 5,800円

免許以外の第一

種運転免許又は

第二種運転免許

を受けている者

に対する講習

（道路交通法第



101条の７第４

項の規定により

認知機能検査の

結果に基づいて

行うものに限

る。）

小型特殊自動車 2,250円 普通自動車対応 2,900円

免許のみを受け 免許を受けてい

ている者に対す る者（道路交通

る講習（道路交 法第97条の２第

通法第97条の２ １項第３号イ若

第１項第３号 しくはハに掲げ

イ、第101条の る者又は同法第

４第２項又は第 101条の４第３

101条の７第４ 項の規定の適用

項の規定により を受ける者に限

認知機能検査の る。）又は第一

結果に基づいて 種運転免許若し

行うものを除 くは第二種運転

く。） 免許であって普

通自動車対応免

小型特殊自動車 2,250円（当 許以外のものの

免許のみを受け 該認知機能検 みを受けている

ている者に対す 査の結果が認 者に対する講習

る講習（道路交 知症のおそれ

通法第97条の２ があることそ

第１項第３号イ の他の認知機

又は第101条の 能が低下して

４第２項の規定 いるおそれが

により認知機能 あることを示

検査の結果に基 すものとして

づいて行うもの 道路交通法施

に限る。） 行規則第39条

に定める基準

に該当するも

の に あ っ て

は、4,450円）

小型特殊自動車 2,350円

免許のみを受け

ている者に対す

る 講 習 （ 道

路 交 通 法 第

101条の７第４

項の規定により

認知機能検査の

結果に基づいて

行うものに限

る。）

ワ －略－ －略－ ワ －略－ －略－



カ 道路交通法第108条の２第 講習１時間に

１項第14号に掲げる講習 ついて2,250円

カ 道路交通法第108条の２第１ 講習１時間に ヨ 道路交通法第108条の２第 講習１時間に

項第14号に掲げる講習 ついて2,000円 １項第15号に掲げる講習 ついて2,000円

(13) 道路交通法第108 通知手数料 900円 (13) 道路交通法第108 通知手数料 900円

条の２第１項第10号 条の２第１項第10号、

又は第13号に掲げる 第13号又は第14号に掲

講習を受けようとす げる講習を受けようと

る者 する者

(14)～(18) －略－ (14)～(18) －略－

（手数料の納付の特例） （手数料の納付の特例）

第３条 －略－ 第３条 －略－

２～16 －略－ ２～16 －略－

17 道路交通法第108条の４第１項の規定により公安 17 道路交通法第108条の４第１項の規定により公安

委員会が同項第１号又は第２号に掲げる講習を同 委員会が同項各号に掲げる講習を同項に規定する

項に規定する指定講習機関に行わせることとした 指定講習機関に行わせることとした場合における

場合におけるそれぞれの講習に係る講習手数料は、 それぞれの講習に係る講習手数料は、当該指定講

当該指定講習機関に納めるものとする。この場合 習機関に納めるものとする。 この場合において、

において、当該指定講習機関に納められた当該講 当該指定講習機関に納められた当該講習手数料は、

習手数料は、その収入とする。 その収入とする。

（手数料の減免） （手数料の減免）

第４条 －略－ 第４条 －略－

別表 別表

火薬類運搬証明書交付手数料、一般旅券発給手 火薬類運搬証明書交付手数料、一般旅券発給手

数料、一般旅券渡航先追加記載手数料、一般旅券 数料、一般旅券渡航先追加記載手数料、一般旅券

査証欄増補手数料、銃砲等又は刀剣類所持許可申 査証欄増補手数料、銃砲等又は刀剣類所持許可申

請手数料、銃砲等又は刀剣類の所持に係る認知機 請手数料（消防職員が人命救助の用途に供するた

能検査手数料、猟銃等講習手数料、クロスボウ講 め救命索発射銃を所持する場合に係るものを除

習手数料、猟銃操作等技能検定手数料、猟銃操作 く。）、銃砲等又は刀剣類の所持に係る認知機能

等技能講習手数料、国際競技参加外国人の銃砲等 検査手数料、猟銃等講習手数料、クロスボウ講習

又は刀剣類所持許可申請手数料、銃砲等又は刀剣 手数料、猟銃操作等技能検定手数料、猟銃操作等

類所持許可証書換え手数料、銃砲等又は刀剣類所 技能講習手数料、国際競技参加外国人の銃砲等又

持許可証再交付手数料、猟銃等又はクロスボウ所 は刀剣類所持許可申請手数料、銃砲等又は刀剣類

持許可更新申請手数料、射撃教習資格認定申請手 所持許可証書換え手数料（消防職員が人命救助の

数料、射撃練習資格認定申請手数料、年少射撃資 用途に供するため救命索発射銃を所持する場合に

格認定申請手数料、年少射撃資格認定証書換え手 係るものを除く。）、銃砲等又は刀剣類所持許可証

数料、年少射撃資格認定証再交付手数料、年少射 再交付手数料（消防職員が人命救助の用途に供す

撃資格講習手数料、クロスボウ射撃資格認定申請 るため救命索発射銃を所持する場合に係るものを

手数料、古物営業許可申請手数料、古物営業許可 除く。） 、猟銃等又はクロスボウ所持許可更新申

証再交付手数料、古物営業許可証書換え手数料、 請手数料、射撃教習資格認定申請手数料、射撃練

古物競りあっせん業業務実施方法認定申請手数料、 習資格認定申請手数料、年少射撃資格認定申請手

質屋営業許可申請手数料、質屋営業所移転許可申 数料、年少射撃資格認定証書換え手数料、年少射

請手数料、質屋管理者新設等許可申請手数料、質 撃資格認定証再交付手数料、年少射撃資格講習手

屋営業許可証書換え手数料、質屋営業許可証再交 数料、クロスボウ射撃練習資格認定申請手数料、

付手数料、核燃料物質等運搬証明書交付手数料、 古物営業許可申請手数料、古物営業許可証再交付

核燃料物質等運搬証明書書換え手数料、核燃料物 手数料、古物営業許可証書換え手数料、古物競り



質等運搬証明書再交付手数料、確認事務委託対象 あっせん業業務実施方法認定申請手数料、質屋営

法人登録申請手数料、確認事務委託対象法人登録 業許可申請手数料、質屋営業所移転許可申請手数

更新申請手数料、駐車監視員資格者証交付申請手 料、質屋管理者新設等許可申請手数料、質屋営業

数料、駐車監視員資格者講習手数料、駐車監視員 許可証書換え手数料、質屋営業許可証再交付手数

資格者認定申請手数料、駐車監視員資格者証書換 料、核燃料物質等運搬証明書交付手数料、核燃料

え交付手数料、駐車監視員資格者証再交付手数料、 物質等運搬証明書書換え手数料、核燃料物質等運

運転経歴証明書交付手数料、運転者特定任意講習 搬証明書再交付手数料、確認事務委託対象法人登

手数料、チャレンジ講習手数料、特定任意高齢者 録申請手数料、確認事務委託対象法人登録更新申

講習（簡易）手数料 、認知機能検査員講習手数料、 請手数料、駐車監視員資格者証交付申請手数料、

警備業認定申請手数料、警備業認定証再交付手数 駐車監視員資格者講習手数料、駐車監視員資格者

料、警備業認定証有効期間更新申請手数料、警備 認定申請手数料、駐車監視員資格者証書換え交付

業認定証書換え手数料、警備員指導教育責任者資 手数料、駐車監視員資格者証再交付手数料、運転

格者証交付申請手数料、警備員指導教育責任者講 経歴証明書交付手数料、運転者特定任意講習手数

習手数料、警備員指導教育責任者資格者証書換え 料、認知機能検査員講習手数料、警備業認定申請

手数料、警備員指導教育責任者資格者証再交付手 手数料、警備業認定証再交付手数料、警備業認定

数料、現任警備員指導教育責任者講習手数料、機 証有効期間更新申請手数料、警備業認定証書換え

械警備業務管理者資格者証交付申請手数料、機械 手数料、警備員指導教育責任者資格者証交付申請

警備業務管理者講習手数料、機械警備業務管理者 手数料、警備員指導教育責任者講習手数料、警備

資格者証書換え手数料、機械警備業務管理者資格 員指導教育責任者資格者証書換え手数料、警備員

者証再交付手数料、自動車運転代行業認定申請手 指導教育責任者資格者証再交付手数料、現任警備

数料、自動車運転代行業認定証再交付手数料、自 員指導教育責任者講習手数料、機械警備業務管理

動車運転代行業認定証書換え手数料、探偵業届出 者資格者証交付申請手数料、機械警備業務管理者

証明書交付手数料、探偵業変更届出証明書交付手 講習手数料、機械警備業務管理者資格者証書換え

数料及び探偵業届出証明書再交付手数料 手数料、機械警備業務管理者資格者証再交付手数

料、自動車運転代行業認定申請手数料、自動車運

転代行業認定証再交付手数料、自動車運転代行業

認定証書換え手数料、探偵業届出証明書交付手数

料、探偵業変更届出証明書交付手数料及び探偵業

届出証明書再交付手数料


